
刊行にあたって

本書は，銀行業務検定試験「税務３級」の受験参考書として刊行された

ものです。過去の試験問題については『税務３級問題解説集』（銀行業務検

定協会編）に収録されておりますが，本書は試験問題を解くための必要知

識について要点的に解説し，試験合格に向けてのサポート役として活用し

ていただくことを第一義に編集しています。

金融機関の行職員にとって税務知識は日々の営業活動を遂行するうえで

必要不可欠となっております。金融商品等にかかる税金はもちろんのこと，

顧客からの質問・相談の場において的確なアドバイスこそが信頼関係の構

築に繫がるからです。税務知識を日頃より身につけて研鑚し，銀行業務検

定試験「税務３級」にチャレンジすることは，その習得度合を判定するう

えでも有用であり，広く推奨する所以です。

本書を『税務３級問題解説集』と併せて有効に活用し，銀行業務検定試

験「税務３級」に合格され，日常業務活動により一層邁進されることを祈

念してやみません。

2019年６月

経済法令研究会

※本書は，従来の「受験対策シリーズ」から「公式テキスト」に名称変更

したものです。
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凡 例
本文中の法令の略語は，次のとおりです。
・所………所得税法
・所令……所得税法施行令
・所基通…所得税基本通達
・相………相続税法
・法………法人税法
・法基通…法人税基本通達
・地………地方税法
・措法……租税特別措置法
・措令……租税特別措置法施行令
・消………消費税法
・印………印紙税法
・登………登録免許税法

☆ 本書の内容等に関する訂正等の情報 ☆

本書の内容等につき発行後に訂正等（誤記の修正等）の必要が生じ

た場合には，当社ホームページ（https://www.khk.co.jp/）に掲載い

たします。

(ホームページ 書籍・DVD・定期刊行誌TOPの下部の 追補・正誤表 )
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納税義務者と課税所得の範囲

１ 納税義務者

所得税の納税義務者は原則として個人であるが，法人も特定の所得に対

しては課税徴収上の便宜から源泉徴収制度が適用されるため，法人も納税

義務者となる。

法人に課された源泉所得税額は，法人税の申告にあたり，原則として法

人税額から控除されるので，法人税の前払的性格のものといえる。

なお，人格のない社団等（法人格を有しない社団または財団で，代表者

または管理人の定めがあるもの）は，法人とみなして，所得税法が適用さ

れる（所４条）。

個人である納税義務者は，居住形態（住所，居所等）などの違いにより

居住者，非居住者に区分して，さらに居住者は非永住者と非永住者以外の

居住者に区分している。

一方，法人である納税義務者は，国内に本店または主たる事務所を有す

る法人を内国法人とし，それ以外は外国法人として区分する。このように

区分するのは，課税の範囲が異なるからである。

なお，国家公務員・地方公務員は，国内に住所を有しない期間について

も国内に住所を有するものとみなして課税される（所３条）。

(図表１-１-１) 所得税の納税義務者

納税義務者

個人
居住者

非永住者以外の居住者

非永住者

非居住者

法人（人格のない社団等を含む）
内国法人

外国法人

(無制限納税義務者と制限納税義務者)①無制限納税義務者…課税される所得の範囲の制限のな

い人。 例非永住者以外の居住者。②制限納税義務者…課税される所得の範囲に制限のある人。 例

居住者で非永住者，非居住者，法人。

(住所とは)各人の生活の本拠をいう。生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する

（所基通2-1）。
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２ 課税所得の範囲と課税方法

納税義務者の区分に応じた課税所得の範囲および課税方法は，図表１-

１-２のとおりである。

(居所とは)住所以外の地で相当期間継続して居住している場所であり，生活の本拠地に至らない

ものをいう。

(所得とは)所得税法上の定義はないが，あらゆる経済的利益（もうけ）をいうものと解されてい

る。したがって，その発生原因等が適法であるかどうかを問わない（所基通36-１）。

(図表１-１-２) 納税義務者の区分と課税所得の範囲・課税方法

納税義務者 定 義 課税所得の範囲 課税方法

非永住者以

外の居住者

（ほとんど

の人）

国内に住所を有するか，

または現在まで引き続い

て１年以上居所を有する

個人（居住者）で非永住

者以外の人

（所２条１項３号・４号）

すべての所得

（国内源泉所得，国外源泉

所得）

（所７条１項１号）

個

人

居

住

者

非永住者

居住者のうち，日本の国

籍を有しておらず，かつ，

過去10年以内において

国内に住所または居所を

有していた期間の合計が

５年以下である個人（所

２条１項３号・４号)

国外源泉所得以外の所得

および国外源泉所得で国

内において支払われたも

のまたは国外から送金さ

れたもの

（所７条１項２号）

申告納税

制度また

は，源泉

徴収制度

非居住者
居住者以外の個人

（所２条１項５号）

国内源泉所得

平成29年以後，課税原則

が総合主義から帰属主義

へと見直され，国内の恒

久的施設が稼得する第三

国源泉所得が課税対象と

なるなど等の変更がある

（所161）。

（所７条１項３号）

内国法人

国内に本店または主たる

事務所を有する法人

（所２条１項６号）

国内において支払われる

利子等，配当等，給付補

てん金，利息，利益，差

益，利益の分配および賞

金（所７条１項４号）

法

人

源泉徴収

制度

外国法人
内国法人以外の法人

（所２条１項７号）

国内源泉所得のうち特定

のもの

（所７条１項５号）

１ 納税義務者と課税所得の範囲
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非課税所得

出題【18年10月・問３／17年10月・問４】

１ 非課税所得の性格

所得税は，原則として個人がその年の１月１日から12月31日までの間

（暦年）に得たすべての所得（もうけ）に対して課税される。しかし，特定

の所得については，社会政策や担税力の考慮，二重課税の排除などの理由

からこれらを非課税所得として課税しないこととしている（所９条１項）。

したがって，非課税所得は課税所得の計算上最初から除外しているので，

その所得に対して損失が生じてもその損失はなかったものとされる（所９

条２項）。

２ 具体的な非課税所得

非課税所得には，所得税法や租税特別措置法に規定されているものと他

の法律で規定されているものがある。

非課税所得の主なものをまとめると次のようになる。

⑴ 利子等の非課税

① 年利１％以下の当座預金の利子（所９条１項１号，所令18条）

② 学校長の指導によるいわゆる子供銀行の預貯金等の利子等（所９条

１項２号）

③ 障害者等の少額預金等（元本350万円以下）の利子等（所10条）

④ 障害者等の少額公債（額面350万円以下）の利子（措法４条）

⑤ 勤労者財産形成住宅（または年金）貯蓄（あわせて元本550万円以

下）の利子等（措法４条の２・４条の３）

⑥ 納税準備預金の利子（租税納付の引出しに限る）（措法５条）

⑦ 納税貯蓄組合預金の利子（10万円を超える部分にかかる利子を除

(非課税所得)原則として手続きを要さないが，次のものは非課税貯蓄申込書など一定の手続きが

必要である。

①障害者等の少額預金等，少額公債の利子等，②勤労者財産形成住宅（または年金）貯蓄の利子

等
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く）（納税貯蓄組合法８条）

⑵ 配当の非課税

① オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち，元本の払戻しに相

当する特別分配金（所９条１項11号）

② 非課税口座内の少額上場株式等の配当等（措法９条の８第１項）

③ 未成年者口座内の少額上場株式等の配当等（措法9条の9）

④ 非課税口座内の累積投資勘定の配当等（平成30年から，措法９条の

８第２項）

⑶ 給与の非課税

① 給与所得者の出張旅費，転任旅費（所９条１項４号）

② 給与所得者の通勤手当（平成28年1月1日以後は最高月額15万円）

（所９条１項５号）

③ 給与所得者が受ける職務の性質上欠くことができないもの（制服そ

の他の身回品など）（所９条１項６号）

④ 国外勤務の在勤手当（所９条１項７号）

⑤ 外国政府，国際機関等の職員の給与等（所９条１項８号）

⑥ 給与所得者が使用人として受ける住宅資金の貸付等の経済的利益

（自己負担１％以上のもので平成22年12月31日までの貸付等に限

る）（平成22年改正法附則58条）

⑦ 特定の取締役等が受ける新株予約権等（ストックオプション）の行

使による株式の取得による経済的利益で一定のもの（措法29条の２）

⑷ 資産の譲渡の非課税

① 生活用動産（１個または１組の時価が30万円を超える貴石，貴金属

や書画，骨とう品及び通常必要でない動産等を除く）の譲渡による所

得（所９条１項９号）

② 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合の強制

(非課税とならないもの)家族手当，資格手当などは非課税とはならない。

２ 非課税所得
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☆ 本書の内容等に関する訂正等の情報 ☆

本書の内容等につき発行後に訂正等（誤記の修正等）の必要が生じ

た場合には，当社ホームページ（https://www.khk.co.jp/）に掲載い

たします。

(ホームページ 書籍・DVD・定期刊行誌TOPの下部の 追補・正誤表 )
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